
別
表
第
四

年
齢

性
別

年
齢

性
別

男
子

女
子

男
子

女
子

6
0歳

2
0•
7
0
7
6
1

2
4•
5
5
6
0
6

8
9歳

6•
0
9
0
8
1

7•
6
9
9
5
1

6
1歳

2
0•
1
6
7
7
8

2
4•
0
0
0
7
2

9
0歳

5•
7
2
9
3
9

7•
2
1
6
2
9

6
2歳

1
9•
6
2
4
7
7

2
3•
4
3
8
7
1

9
1歳

5•
3
8
9
6
3

6•
7
5
1
4
1

6
3歳

1
9•
0
7
8
8
2

2
2•
8
7
0
6
8

9
2歳

5•
0
6
7
9
3

6•
3
0
4
1
2

6
4歳

1
8•
5
3
0
0
7

2
2•
2
9
7
2
2

9
3歳

4•
7
6
4
2
3

5•
8
7
1
5
7

6
5歳

1
7•
9
7
8
6
1

2
1•
7
1
8
6
2

9
4歳

4•
4
7
8
7
0

5•
4
6
0
5
2

6
6歳

1
7•
4
2
5
2
0

2
1•
1
3
5
3
4

9
5歳

4•
2
0
9
7
7

5•
0
7
2
9
1

6
7歳

1
6•
8
7
0
6
2

2
0•
5
4
7
8
0

9
6歳

3•
9
5
6
3
0

4•
7
0
2
6
6

6
8歳

1
6•
3
1
6
4
1

1
9•
9
5
5
7
1

9
7歳

3•
7
1
8
3
4

4•
3
5
4
9
6

6
9歳

1
5•
7
6
4
3
8

1
9•
3
5
9
7
5

9
8歳

3•
4
9
6
9
0

4•
0
2
9
9
7

7
0歳

1
5•
2
1
6
2
9

1
8•
7
6
0
5
1

9
9歳

3•
2
9
3
4
3

3•
7
2
8
7
7

7
1歳

1
4•
6
7
2
5
9

1
8•
1
5
8
4
9

1
0
0歳

3•
1
0
7
7
4

3•
4
5
1
2
3

7
2歳

1
4•
1
3
3
8
7

1
7•
5
5
4
0
6

1
0
1歳

2•
9
3
3
7
2

3•
1
9
5
5
0

7
3歳

1
3•
6
0
0
8
5

1
6•
9
4
8
5
6

1
0
2歳

2•
7
6
4
5
3

2•
9
5
7
6
5

7
4歳

1
3•
0
7
3
4
8

1
6•
3
4
1
9
5

1
0
3歳

2•
5
9
9
4
9

2•
7
3
5
5
9

7
5歳

1
2•
5
5
1
5
9

1
5•
7
3
4
2
6

1
0
4歳

2•
4
4
4
9
9

2•
5
4
1
1
8

7
6歳

1
2•
0
3
4
8
4

1
5•
1
2
5
5
6

1
0
5歳

2•
3
0
5
4
4

2•
3
7
5
5
6

7
7歳

1
1•
5
2
2
8
5

1
4•
5
1
6
3
8

1
0
6歳

2•
1
6
6
6
0

2•
2
2
1
2
5

7
8歳

1
1•
0
1
5
9
2

1
3•
9
0
7
9
7

1
0
7歳

2•
0
2
3
0
8

2•
0
7
7
1
9

7
9歳

1
0•
5
1
5
3
3

1
3•
3
0
1
5
6

1
0
8歳

1•
8
6
5
8
4

1•
9
4
2
1
5

8
0歳

1
0•
0
2
2
0
0

1
2•
6
9
8
6
3

1
0
9歳

1•
6
7
8
9
8

1•
8
1
4
1
8

8
1歳

9•
5
3
7
6
7

1
2•
1
0
0
9
1

1
1
0歳

1•
4
3
3
5
8

1•
6
9
0
1
5

8
2歳

9•
0
6
2
0
6

1
1•
5
0
9
1
4

1
1
1歳

（
男
子
に
あ
っ

て
は
1
1
1歳
以

上
）

1•
0
7
5
4
4

1•
5
6
4
3
2

8
3歳

8•
5
9
7
9
0

1
0•
9
2
6
4
8

8
4歳

8•
1
4
6
3
0

1
0•
3
5
5
1
3

8
5歳

7•
7
0
7
1
9

9•
7
9
6
1
7

1
1
2歳

`
1•
4
2
5
2
9

8
6歳

7•
2
8
0
0
2

9•
2
5
0
0
2

1
1
3歳

`
1•
2
4
9
0
1

8
7歳

6•
8
6
6
4
4

8•
7
1
7
6
7

1
1
4歳
以
上

`
0•
9
8
2
0
5

8
8歳

6•
4
6
9
0
5

8•
2
0
0
2
8

一
の
表
山
形
県
く
み
あ
い
畜
産
研
修
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

日
本
動
物
高
度
医
療
セ
ン
タ
ー

神
奈
川
県
川
崎
市

平成™˜年š月š˜日 火曜日 (号外第��号)官 報
〇
農
林
水
産
省
告
示
第
四
百
四
十
七
号

獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
八
年
四
月

三
日
農
林
水
産
省
告
示
第
五
百
二
十
六
号
（
獣
医
師
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
農
林
水
産
大
臣
の
指

定
す
る
診
療
施
設
を
指
定
す
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

農
林
水
産
大
臣

石
破

茂

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
五
十
八
号

日
本
国
に
お
い
て
国
際
寄
託
当
局
が
行
う
特
許
手
続
上

の
微
生
物
の
寄
託
の
国
際
的
承
認
に
関
す
る
ブ
ダ
ペ
ス
ト

条
約
に
基
づ
く
微
生
物
の
寄
託
等
に
関
す
る
実
施
要
綱

（
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
九
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

二
階

俊
博

第
五
条
第
一
項
中
「
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
」を「
拒

否
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
国
際

寄
託
機
関
」
を
「
国
際
寄
託
当
局
」
に
改
め
、
同
条
の
次

に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
情
報
の
提
供
）

第
五
条
の
二

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
そ
の
微
生
物
が

前
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
微
生

物
の
原
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
原
寄
託
申

請
に
係
る
微
生
物
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
者

は
、
で
き
る
だ
け
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
微
生
物
の
解
析
）

第
五
条
の
三

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
求
め
て
も
な
お
そ
の
微
生

物
が
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を

確
認
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
微
生
物
の
解
析
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
解
析
に
必
要
な
費
用
は
、
当
該

解
析
に
係
る
微
生
物
の
原
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
の

同
意
を
得
て
、
当
該
原
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
負

担
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解

析
の
結
果
を
、
微
生
物
の
原
寄
託
を
し
よ
う
と
す
る
者

に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
受
託
後
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
契
約
）

第
五
条
の
四

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
微
生
物
の
原
寄

託
を
し
よ
う
と
す
る
者
を
相
手
方
と
し
て
、
原
寄
託
申

請
に
係
る
微
生
物
を
受
託
し
た
後
、関
係
法
令
の
改
正
、

虚
偽
の
申
請
の
判
明
そ
の
他
の
事
情
の
変
更
に
よ
り
、

そ
の
保
管
を
継
続
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

場
合
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
契
約
を

締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
第
一
項
第
五
号
中
「
前
条
第
一
項
各
号
」を「
第

五
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
管
の
た
め
の
微
生
物
の
解
析
）

第
十
二
条
の
二

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
寄
託
さ
れ
た

微
生
物
の
安
全
な
保
管
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

た
と
き
は
、
そ
の
微
生
物
の
解
析
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

２

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
解
析

の
結
果
を
、
当
該
解
析
に
係
る
微
生
物
の
寄
託
者
に
通

知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
次
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

国
際
寄
託
当
局
の
長
は
、
第
五
条
の
三
第
一
項
又
は

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
析
の
結
果

を
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
解
析
に
係
る
微
生
物

の
試
料
の
分
譲
を
請
求
す
る
者
又
は
同
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
解
析
に
係
る
微
生
物
の
試
料
の
分
譲
を
受
け
た

者
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

š—Ÿ
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